
第第第第1111章章章章 設立趣旨名称及設立趣旨名称及設立趣旨名称及設立趣旨名称及びびびび事務所事務所事務所事務所

第 1 条 本財団は新憲法公布を記念して設立するもので財団法人神戸新聞

厚生事業団と称する。

第 2 条 本財団は事務所を神戸市中央区東川崎町1丁目５番７号神戸情報

文化ビル内に置く。

第第第第2222章章章章 目的目的目的目的およびおよびおよびおよび事業事業事業事業

第 3 条 本財団は社会の厚生教化及び援護に関する諸事業を行ない国民の

福利を増進するを目的とする。

第 4 条 本財団は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

１、 障害者、被災者、生活困窮者等に対する厚生援護

２、 公衆衛生診療事業

３、 少年犯罪防止及び母子保護に関する事業その他の強化事業

４、 生産関係慰安並びに表彰に関する事業

５、 厚生事業資金募集を目的とする事業

６、 本財団とその目的を同じくする他の厚生事業団の援助奨励、表彰

７、 厚生事業に関する研究調査印刷物の発行

８、 その他理事会において必要と認めたる事業

第第第第3333章章章章 資産資産資産資産およびおよびおよびおよび会計会計会計会計

第 5 条 本財団の資産は次の通り

（１） 株式会社神戸新聞社の寄附に係る別紙財産目録記載の財産

（２） 寄附金品

（３） 事業収入

（４） 財産より生ずる果実

（５） 雑収入

財団法人　神戸新聞厚生事業団寄附行為
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第 6 条 前条第1号の財産・同第2号の寄附金中基本財産として指定せら

れ評議員会の承認したものはこれを基本財産とする。

第 7 条 本財団の財産管理方法は評議員会の承認を求めて定める。

第 8 条 基本財産はこれを処分することができない。但し評議員会の承認を得、

かつ主務官庁の許可を得た場合はその一部を処分することが出来る。

第 9 条 本財団の経費は基本財産、その他の財産により生ずる果実・寄附

金・事業収入および雑収入等を以てこれにあてる。

第 10 条 本財団の毎年度収支予算ならびに決算は評議員の承認を得なけれ

ばならない。

第 11 条 毎年度の決算剰余金はこれを翌年度の歳入に繰入れるものとする。

第 12 条 本財団の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末に終る。

第第第第4444章章章章 役員役員役員役員およびおよびおよびおよび職員職員職員職員

第 13 条 本財団に次の役員を置く。

理　　事 ５名以上10名以内

内 理 事 長 １名

常務理事 2名以内

評 議 員 20名以上30名以内

監　　事 2名以内

第 14 条 理事長は本財団を代表しその業務を総理する。

常務理事は理事長を補佐し、本財団の常務を掌る。理事長事故あ

るときはこれに代る。

理事は理事会を構成して業務を執行する。

監事は本財団の財産および業務執行の状況を監査しこれを評議員

会に報告する。

評議員は本財団の重要事項につき本財団最高の意思を決定する。

第 15 条 評議員は株式会社神戸新聞社・株式会社デイリースポーツ社の役

員および社員中から選挙等を以て定めたるもの、理事会が特に本
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財団の運営について必要と認めた者、ならびに兵庫県内において

厚生事業に関係ある有識者を以て充て、理事長これを委嘱する。

理事および監事は評議員の互選とする。

理事長及び常務理事は理事の互選とする。

第 16 条 本財団の役員は総て名誉職とし、その任期は就任後第2回定時評

議員会終了の時を以て満了する。但し再任を妨げない。

補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

役員は任期満了後も後任者の就任までその職務を執る。

役員はこの法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、

または特別の事由による場合は、その任期中にかかわらず理事会

または評議員会の議決によりこれを解任することができる。

第 17 条 本財団の事務を処理するため理事長は事務局長1名・主事１名・

事務員若干名を任命する。

第第第第５５５５章章章章 評議員会評議員会評議員会評議員会およびおよびおよびおよび理事会理事会理事会理事会

第 18 条 評議員会は事業年度終了後２カ月以内に毎年1回開催し、理事長

これを招集する。但し理事長において必要と認めたときは臨時会

を開くことができる。

第 19 条 理事会は随時理事長これを招集する。

第 20 条 評議員会および理事会は過半数の出席を必要とし、決議は出席者

の過半数を以てし、可否同数の場合は議長これを決定する。但し

臨時急施を要する事項又は止むを得ない事由あるとき若しくは理

事長において簡易なりと認めた事項については理事会の招集を省

き書面審議の方法によることが出来る。

議長は理事長これに当り理事長事故の際は常務理事、常務理事も

事故あるときは理事中より適当代理せしめる。
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第 21 条 次の事項は理事会の決議を経なければならない。

（１） 本財団の事業執行方法に関する事項

（２） 資産管理に関する事項

（３） 収支予算ならびに収支決算に関する事項

（４） その他理事会において必要と認めた事項

  　

第第第第6666章章章章 寄附行為寄附行為寄附行為寄附行為のののの変更変更変更変更およびおよびおよびおよび解散解散解散解散

第 22 条 本寄附行為は出席評議員４分の３以上の同意を得、かつ主務官庁

の認可を受けなければ変更出来ない。

第 23 条 本財団は評議員の4分の3以上の同意なくして解散することは出

来ない。

第 24 条 本財団解散の際における残余財産は総て評議員会の議決によって

指示する他の厚生事業を行なう団体又は法人に譲渡する。
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第第第第7777章章章章 附附附附　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　則則則則

第 25 条 本財団設立の際における役員を次の如く定める。

理 事 長

常 務 理
事

理 事

同

同

同

同

同

同

同

監 事

同

朝 倉 斯 道

延 原 靖

田 中 寛 次

篠 原 菊 治

松 末 盛 計

中 村 尚

植 木 辰 夫

山 本 幹 雄

舟 橋 静 一

橋 本 幸 夫

古 結 安 雄

土 井 完 治
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制 定 昭和２１年１２月９日

改 正 昭和４３年７月８日

改 正 昭和４４年６月１６日

改 正 平成８年１０月７日

改 正 平成１５年５月２３日

改 正 平成１６年５月２５日

兵庫県指令第１９６４号認可

兵庫県指令文第１２７４号認可

兵庫県指令総第１－２２号認可

兵庫県指令総第１－８号認可

兵庫県指令文第１－４３号認可

兵庫県指令文第１２６４号認可
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ち込みはなかったが、全体的に落札価格が低いため売上高の大幅ダウンとなっ

た。前年度から約 ��� 万円の落ち込みで初めて赤字に転落した。�� 年度は ��
年度の反省に立ち、徹底的に原因を分析する。�	�� 万円の目標数値を絶対に達

成すべく団員一眼となって、事業団最大の収益事業復活に取り組む。これまで

は作品数増にこだわってきたが、�� 年度は質の良い作品を入札に、やや落ちる

作品は積極的に即売に回すぐらいの決断が必要だろう。ご協力いただいた全国

の作家約 ��� 人、また入場いただいた約 �	�� 人のお客様方には感謝申し上げま

す。なお、作品展は赤字に終わったが、歳末助け合い運動では兵庫県、神戸市

内の �	� 施設に助け合い募金、本団助成金を合わせ配分した。�
�

 ◇福祉援護事業について�

 社会福祉制度が曲がり角にあると言われてから久しい。少子高齢化が進み、

高齢者の年金、医療などの経費は年々上昇する一方、それら高齢者を支える若

年層は年々減少をたどっている。働き手の減少は、長引く不景気も重なって税

収の著しい落ち込みとなって表れている。かつては �� 人で � 人を支えていたの

が、現在では � 人で � 人を支えなければならず、近い将来には若者 � 人で高齢

者 � 人を支えなければならない時代になるともいわれている。福祉目的税とい

う名目で消費税のアップは避けられない状況になってきており、国民の負担は

ますます重くなっていく。障害者、高齢者といった社会的弱者と言われる人々

にとっては自助はさらに厳しくなるのは間違いなく、共助の重要性が一段と増

すのは確実だ。そういった社会情勢を踏まえて本団は今後も障害者、高齢者へ

の援助、交通遺児や母子家庭の生活支援、被災・生活困窮高校生の就学支援さ

らには児童養護、更生施設、ボランティア活動への積極的な支援を行い、地域

福祉向上へ幅広い事業を展開していく。本年度の各種啓発援護、助成、寄付な

どの諸費用支出は事業活動支出の約 ��％となった。�
�
 ◇最後に本団の募金活動をはじめ諸事業の展開に当たって、神戸新聞社編集

局など各局、支社、総局、関連グループ、また神戸新聞の読者各位、兵庫県・

神戸市住民各位、県外の方々からの温かいご協力、ご支援を頂戴いたしました。

兵庫県社会福祉協議会、神戸市社会福祉協議会ほか関係団体からも多大なご支

援を賜りました。改めまして深く感謝申し上げます。�
�
                         神戸新聞厚生事業団�
                         理事長 松 岡 克 博�



平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日まで
（単位：円）

科　　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　　異 備　　　　　考

Ⅰ

1．

① 5,600,000 5,680,000 △ 80,000 運用財産利息

② 18,000,000 12,287,780 5,712,220 チャリティー作品展・なべの会

③ 64,000,000 138,309,504 △ 74,309,504 福祉厚生基金・指定寄付金

④ 2,000,000 1,229,317 770,683 歳末助け合い

⑤ 200,000 9,770 190,230 普通預金利息ほか

⑥ 0 10,000,000 △ 10,000,000

89,800,000 167,516,371 △ 77,716,371

2．

①

給 料 手 当 支 出 27,500,000 25,981,456 1,518,544

旅 費 交 通 費 支 出 250,000 146,071 103,929

募 金 事 業 費 支 出 15,000,000 12,999,708 2,000,292 チャリティー作品展・なべの会

啓 発 援 護 費 支 出 3,000,000 2,806,919 193,081 福祉啓発・援護活動費

助 成 金 支 出 11,500,000 10,161,000 1,339,000 福祉事業助成・歳末助成

寄 付 金 支 出 16,000,000 96,866,142 △ 80,866,142 指定寄付金・奨学給付金

通 信 運 搬 費 支 出 300,000 450,545 △ 150,545

消耗什器備品費支出 420,000 355,147 64,853 パソコン・複写機等リース費

印 刷 製 本 費 支 出 50,000 50,000

雑 支 出 20,000 20,000

②

役 員 報 酬 支 出 8,500,000 8,332,071 167,929

給 料 手 当 支 出 0 0 0

福 利 厚 生 費 支 出 180,000 164,650 15,350

旅 費 交 通 費 支 出 30,000 0 30,000

通 信 費 支 出 80,000 91,142 △ 11,142

消 耗 品 費 支 出 220,000 224,672 △ 4,672

図 書 資 料 費 支 出 20,000 7,182 12,818

諸 会 費 支 出 30,000 10,000 20,000

会 議 費 支 出 20,000 85,800 △ 65,800

光 熱 水 料 費 支 出 1,200,000 1,177,243 22,757

賃 借 費 支 出 4,300,000 4,252,860 47,140

雑 支 出 0 170,433 △ 170,433

88,620,000 164,283,041 △ 75,663,041

事 業 活動 収支 差額 1,180,000 3,233,330 △ 2,053,330

Ⅱ

①

什器備品 購入 支出 200,000 0 200,000

②

基本財産積立預金支出 0 0 0

特 別 積 立 金 支 出 0 0 0

③

退職給付引当預金支出 300,000 0 300,000

減価償却引当預金支出 0 0 0

500,000 0 500,000

投 資 活動 収支 差額 △ 500,000 0 △ 500,000

Ⅲ 500,000 0 500,000

180,000 3,233,330 △ 3,053,330

1,412,198 2,586,585 △ 1,174,387

1,592,198 5,819,915 △ 4,227,717

予 備 費 支 出

当 期 収 支 差 額

前 期 繰 越 収 支 差 額

次 期 繰 越 収 支 差 額

固 定 資 産 取 得 支 出

基 本 財 産 取 得 支 出

特 定 資 産 取 得 支 出

投 資 活 動 支 出 計

管 理 費 支 出

事 業 活 動 支 出 計

投 資 活 動 収 支 の 部

投 資 活 動 支 出

特別積立金取崩収入

事 業 活 動 収 入 計

事 業 活 動 支 出

事 業 費 支 出

事 業 収 入

寄 附 金 収 入

募 金 収 入

雑 収 入

収 支 決 算 書

事 業 活 動 収 支 の 部

事 業 活 動 収 入

基 本 財 産 運 用 収 入



Ⅰ 一般正味財産増減の部

1 経 常 増 減 の 部

(1) 経 常 収 益

① 基本財産運用益

基本財産受取利息 5,680,000 5,560,000 120,000

② 事 業 収 益

歳末チャリティー事業収入 12,287,780 17,158,940 △ 4,871,160

③ 受取寄付金

受取寄付金 139,538,821 138,384,309 1,154,512

④ 雑収益

受 取 利 息 9,770 209,257 △ 199,487

雑 　収　 益 0

経常収益計 157,516,371 161,312,506 △ 3,796,135

(2) 経 常 費 用

① 事　業　費

啓発援護・助成事業費 109,834,061 105,310,816 4,523,245

募金事業関連費 39,577,780 38,530,084 1,047,696

そ　の　他 355,147 726,241 △ 371,094

② 管理費

給料手当・福利厚生費 8,496,721 9,140,757 △ 644,036

賃借・消耗品・光熱水費 5,654,775 5,677,942 △ 23,167

その他維持管理費 364,557 752,279 △ 387,722

経常費用計 164,283,041 160,138,119 4,144,922

(3) 経常外費用

退職給与引当金

退職給与引当金 0 0 0

経常外費用計 0 0 0

当期一般正味財産増減額 △ 6,766,670 1,174,387 △ 7,941,057

一般正味財産期首残高 142,586,585 141,412,198 1,174,387

一般正味財産期末残高 135,819,915 142,586,585 △ 6,766,670

Ⅱ 指定正味財産増減の部

指定正味財産期首残高 300,000,000 300,000,000 0

指定正味財産期末残高 300,000,000 300,000,000 0

Ⅲ 正味財産期末残高 435,819,915 442,586,585 △ 6,766,670

科　　　　　　　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　　　減

正　味　財　産　増　減　計　算　書
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円）

㈶神戸新聞厚生事業団



(単位：円）

㈶神戸新聞厚生事業団

Ⅰ 資 産 の 部

1 流 動 資 産

現金預金

現金手許有高 0

三 井 住 友 銀 行 神 戸 営 業 部 3,223,009

三 井 住 友 銀 行 神 戸 駅 前 支 店 1,570,581

三菱UFJ信託銀行神戸中央支店 5,000,000

神 戸 ハ ー バ ー ラ ン ド 郵 便 局 117,099

中 央 三 井 信 託 銀 行 神 戸 支 店 36,586,007

み な と 銀 行 本 店 営 業 部 223,501,753

流動資産合計 269,998,449

2 固 定 資 産

(1)基本財産

投資有価証券 国債１口 300,000,000

基本財産合計 300,000,000

(2)その他固定資産

電話加入権 65,000

事務所差入保証金 1,557,630

その他固定資産合計 1,622,630

固定資産合計 301,622,630

資産合計 571,621,079

Ⅱ 負 債 の 部

1 流動負債

預り金 指定寄付金 129,796,094

預り金 神戸新聞社 17,957

流動負債合計 129,814,051

2 固定負債

退職給与引当金 5,987,113

固定負債合計 5,987,113

負 債 合 計 135,801,164

正 味 財 産 435,819,915

普 通 預 金

普通預金・国債

普通預金・国債

財　　産　　目　　録　　

平成22年3月31日現在

科　　　　　　　　目

普 通 預 金

普 通 預 金

普 通 預 金

金　　　　　　　　　　額



平成22年3月31日現在

(単位：円）

㈶神戸新聞厚生事業団

当　年　度 前　年　度 増　　　減

Ⅰ 資産の部

1 流動資産

現金･預金 269,998,449 276,187,226 △ 6,188,777

神戸新聞社預け金 0

流動資産合計 269,998,449 276,187,226 △ 6,188,777

2 固定資産

(1) 基本財産

基本金 300,000,000 300,000,000 0

基本財産合計 300,000,000 300,000,000 0

(2) その他の固定資産

電話加入権 65,000 65,000 0

事務所敷金 1,557,630 1,557,630 0

その他の固定資産合計 1,622,630 1,622,630 0

固定資産合計 301,622,630 301,622,630 0

資産合計 571,621,079 577,809,856 △ 6,188,777

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

指定寄付金預り金 129,796,094 128,441,518 1,354,576

神戸新聞社預り金 17,957 394,640 △ 376,683

流動負債合計 129,814,051 128,836,158 977,893

2 固定負債

退職給与引当金 5,987,113 6,387,113 △ 400,000

固定負債合計 5,987,113 6,387,113 △ 400,000

負債合計 135,801,164 135,223,271 577,893

Ⅲ 正味財産の部

1 指定正味財産 300,000,000 300,000,000 0

2 一般正味財産 135,819,915 142,586,585 △ 6,766,670

正味財産合計 435,819,915 442,586,585 △ 6,766,670

負債及び正味財産合計 571,621,079 577,809,856 △ 6,188,777

貸　　借　　対　　照　　表

科　　　　　目



平成平成平成平成 22222222年度事業計画年度事業計画年度事業計画年度事業計画    

    

 コンクリートから人へ。人にやさしい施策。官僚政治から脱却し友愛に満ち

た国民目線に立った政治…。昨夏の衆議院選挙で圧勝、歴史的な政権交代を成

し遂げた民主党のスローガン。子ども手当の配布、公立高校の授業料無償化、

ガソリンの暫定税率廃止、ＣＯ2 の 25％削減、年金制度の抜本的改革、後期高

齢者医療・介護保険・障害者自立支援法の見直しや廃止。消費税の 4 年間据え

置き。マニフェストに打ち出された施策は確かに自民党とは 180 度違ったもの

だった。 

高齢者、障害者、母子家庭、児童養護といった社会的弱者といわれる人たち

に温かい手を差し伸べる、その理念は、しかし財源不足という現実の前にいく

つかの修正を余儀なくされている。景気の二番底は免れそうな見通しだが、デ

フレ・スパイラルによる失業者は増え続け景気浮揚は全く感じられない。税収

の大幅な落ち込み、各省庁の“埋蔵金”の見込み違い、事業仕分けで生み出す

はずだった無駄金掘り起こしの目算違い。社会福祉を充実させるはずの施策に

対する財源は、過去最高の 44兆円という膨大な国債発行に頼らざるをえなくな

った。鳩山政権は子ども手当に少子高齢化ストップ、内需拡大への期待をかけ

ているが、雇用不安が広がる中、この手当てはタンス預金に回る可能性が強い。

人にやさしい政策は施行される前から、さまざまな問題点をはらんでおり、そ

の意味においては今後の民主党政権のかじ取りが注目される。 

 新しい政権の誕生で新しい光が差し込んできたかと思われた社会福祉制度だ

が、誰もが安心・安全に生きていけるユニバーサル社会構築までには、まだま

だ紆余曲折を経ていかなければならない。従来の自民党政権とは違った公助の

一端は垣間見えるものの、現実的には自助・共助を軸にした社会福祉制度が続

いていくと思われる。そういう情勢を踏まえて、地域の言論報道機関に連なる

民間社会福祉機関として、当事業団は「地域の、地域による、地域のための事

業団」の役割をさらに果たす事業活動を展開していく。政治・経済の東京一極

集中で疲弊する一方の地域に、例え「一灯照隅」であろうと灯りをともしてい

くことで神戸新聞のプレゼンスをより一層拡大していく。 

 21 年度は国内外で大規模自然災害が発生した。国内では台風９号による兵庫

県西・北部の集中豪雨禍で 20 人が死亡。国外ではイタリア中部、スマトラ沖、

ハイチ、チリと次々に地震が起きた。特にハイチ地震では 20万人以上の犠牲者

がでる悲惨な災害となった。阪神・淡路大震災で多くの方々から支援を受けた

地域の福祉団体として、これら国内外の大規模自然災害に対し即座に義援金募

集活動を行った。頻繁に発生する大規模自然災害の主原因として地球の温暖化



が指摘され、環境問題が大きくクローズアップされている。当事業団にも緑化

運動への寄付金寄贈があるなど、この問題に対しても新たな事業展開を考えて

いかなければならないであろう。 

また自然災害とは別に、本年度は新型インフルエンザが蔓延、神戸市で罹災

者１号が出た。罹災者拡大を未然に防ぐ対策が行政サイドで迅速に取られ最小

限度の被害にとどまったが、今回の新型インフルエンザ対策を見るまでもなく、

社会福祉制度を充実させるには医療との関わりが重要であり、近年ますますそ

の重要性は増してきている。医療制度の整備にも当事業団ではできうる限りの

援助に取り組んでいく。 

 阪神・淡路大震災から 16年目に入り、発生年に誕生したこどもが今春から高

校生となる。震災で保護者を亡くしたこどもたちの高校就学を支援する「神戸

新聞くすのき基金」は最終クール（３年間）に入る。少子高齢化が加速的に進

行する中、多くの方たちから支援を賜ったこの基金がこどもたちの健全育成に

少なからず寄与してきたと自負している。ラスト 3 年間も全力疾走するのは当

然だが、当初の役割を終えた後も、「くすのき基金」の精神を何らかの形で継承

する事業を行っていく。神戸市職員労働組合、神戸市社会福祉協議会とともに

行っている神戸市内の私学高校に通っている就学困難な高校生を助成する「ひ

まわり援助金」は９年目に入る。平成 14 年に 3 年間の限定でスタートしたが、

長引く景気低迷で保護者のリストラ、倒産、離婚などの理由から就学困難な高

校生が年々増加しており、この奨学金制度も延長、延長してきた。毎年 120 名

近い応募者があり、さらに継続、発展させていきたい事業だ。 

 さらには母子家庭、児童養護、乳児院、身体・知的・精神障害児・者、老人

ホーム、更生支援などのかく福祉施設やボランティア団体など、当事業団が積

極的に展開している各種の支援事業も推進していく。歳末助け合い運動の一環

として行っている「著名芸術家と名士作品展」は、社会福祉充実を願う人々の

賛同、協力を一層得られるよう努力していく。少子高齢化、地球温暖化、財源

不足…いま、社会福祉制度は様々な問題点をはらんで大きな変革期を迎えてい

る。そういうときだからこそ、友好地方紙各社と福祉・事業団ネットワークを

拡充、強固にしていかなければならない。また、地域の活性化のため兵庫県、

神戸市、各市社会福祉協議会、各種福祉団体、文化芸術団体などと協力、神戸

新聞紙面と密な連携を図りながら、啓発と諸事業に取り組み、「誰もが安心・安

全に暮らせるユニバーサル社会」作りへ全力を傾注していく。 

  

 

 

 



 

 

 本年度実施の事業の大綱は以下の通り。 

① 阪神・淡路大震災の被災者、復興に努力する福祉団体を支援する 

② 被災高校生を支援する「神戸新聞くすのき基金」の拡充・発展を図る 

③ 自然災害、事故などに対する支援活動に積極的に取り組む 

④ 児童の健全育成を目的とする諸事業のための支援の拡充を図る 

⑤ 経済的理由で学業継続が困難な神戸市内の私立高校生を支援する「ひまわり

援助金」の継続 

⑥ 「著名芸術家と名士作品展」、「チャリティー美術品販売展」の拡充・発展 

⑦ 社会福祉団体のリーダーとして企業、団体、学校などに社会貢献活動として

福祉への参加を呼びかける 

⑧ 安心・安全に暮らせる社会実現に積極的に取り組んでいる福祉諸団体の活動

を支援、助成し、当事業団への信頼を高める 

⑨ ボランティア団体を支援する 

⑩ 情報化時代に対応し、当事業団の業務の改善、効率を推進する 

 

［本年度事業計画概要］ 

１． 寄付金受託事業 

 阪神・淡路大震災の救援募金活動は“完全復興”を目指して継続。

被災団体、施設、被災者への支援を行う。とりわけ震災遺児の高校就

学支援「神戸新聞くすのき基金」の拡充を図る。また、神戸新聞社と

協力、恒常的に幅広く善意の寄付金を募る。 

① 社会福祉援護金の受託 

② 災害救援募金の受託 

③ 子育て支援募金「すきっぷポスト」の受託 

④ 被災遺児高校生支援のための「神戸新聞くすのき基金」の受託 

⑤ 経済的事情で学業困難な神戸市内の私立高校生のための「ひまわり

援助金」の受託 

⑥ 歳末助け合い援護金の受託 

⑦ ボランティア支援金の受託 

⑧ 交通犠牲者遺族援助金の受託 

⑨ 各種メディアを利用した福祉キャンペーン募金の受託 

⑩ その他の寄付金の受託 

 



２． 震災遺児救護事業 

   大震災で保護者を亡くしたこどもたちは多数にのぼっているが、こ

うした遺児たちのなかで高校生を支援する「神戸新聞くすのき基金」

を創設、救援活動を行ってきた。長期にわたる援護事業であり、16 年

目の本年度も、寄託金の増加に向けて一層の啓発を図る。 

① 過去 15 年間の受給生は 690 人を超え、奨学、生活援護金として活

用されている。半年ごとの支給（月額１万円）に加え、卒業祝い（図

書券）も行っている 

② 同基金への認識をさらに深めてもらうため啓発に努める 

③ 同基金の受給生の激励と友好促進、社会研修を目的として毎年夏季

旅行に招待する催しをおこなっているが、21年度は新型インフルエ

ンザの影響で中止（図書券配布）。本年度は本団主催の事業として再

開する 

   

３． チャリティー募金事業 

「著名芸術家と名士作品展」は、阪神・淡路大震災の復興支援と福

祉充実を目指すチャリティー事業の中核として、さらに内容の充実

した福祉・文化イベントに育て、助成金などの拡充を目指す。 

① 「著名芸術家と名士作品展」は、21年度、絵画、陶磁器ともに提供

範囲をさらに広げた。本年度は作品の質の向上を目指して諸先生方

の協力を仰ぐ 

② 平成 10 年度から加古川市で開催している「チャリティー美術販売

展」を本年度も神戸新聞東播支社と連携して「ヤマトヤシキ加古川

店」で開催する 

③ 協賛広告によるチャリティー事業の開拓 

④ 目的別チャリティーバザーの開催、後援 

⑤ チャリティーゴルフ、同コンサートなど企業、団体の福祉イベント

の協賛 

  

４． 高齢者・障害者・母子・児童福祉・各種援護施設、助成事業 

ますます進捗する少子高齢化社会に対応し、高齢者、独り暮らしの

お年寄りの支援をはじめ障害者、母子、児童養護施設などの支援を

関係機関と協力して進める。また、各福祉団体が開催するスポーツ、

文化イベントなど各種行事にも引き続き参加する。 

① 高齢者福祉事業への参画、助成、援護 

② 障害者スポーツ大会、被災者を励ます各種催しなどの助成、援護 



③ 障害者美術展、社会福祉広報紙コンクールなどの文化事業への参画、

助成、支援 

④ 障害者、保護者活動、同施設への助成、支援 

⑤ 障害児教育、障害者社会学習への参画、助成、支援 

⑥ 児童養護、里親養護の促進、援護 

⑦ 母子、寡婦、女性更生への助成、援護 

⑧ 更生施設への助成、援護 

⑨ 難病団体の活動支援 

⑩ 福祉施設職員の激励、支援 

⑪ 京都新聞社会福祉事業団と共催する「みんなで海釣り～障害のある

人の体験講座」の開催 

 

５． 福祉啓発事業 

地域言論報道機関に連なる厚生事業団として地域福祉充実のための

啓発、取り組みは大きな役割。県、各市などの行政機関ならびに県

下社会福祉協議会、福祉団体などと協力、神戸新聞紙面と連携して

福祉の啓発活動を展開する。 

① 神戸新聞本社、支社、総局、グループ各企業、団体と連携して福祉

の啓発運動を展開する 

② 神戸新聞各部局への福祉情報の提供と紙面化、企画化への働きかけ 

③ 福祉諸団体と日常活動のコミュニケーションの強化 

 

  

６． ＮＧＯ，ＮＰＯ，ボランティア支援 

阪神・淡路大震災以降、活発化の著しいＮＧＯ，ＮＰＯ、ボランテ

ィア関係諸団体と協力、支援に力を入れる 

① ＮＧＯ，ＮＰＯ，民間ボランティア団体の活動支援 

② ＮＧＯ，ＮＰＯ、ボランティア団体による啓発、イベントの後援、

助成 

 

７． 善意あっせん事業 

   市民の福祉施設への訪問活動などを支援、市民の善意の“受け皿”

として啓発、あっせんを進める 

① 福祉イベントへの善意の招待 

② 社会福祉施設等への友愛訪問、あっせん 

③ 母子、児童、更生施設等への物品寄贈のあっせん 



④ 魚釣り大会の釣果、クリスマスプレゼントなどの福祉施設への配分、

あっせん 

８． 海外救援事業 

   世界各地で増加している難民の救援、災害援護などでユニセフ、日    

  赤などからの救援要請に応えていく。 

  ①ユニセフの兵庫県下における報道機関の唯一の窓口として募金活動

に協力、その役割を果す 

  ②中国残留孤児支援、中国帰国者日本語教室への後援、助成など海外

同友会活動を支援 

 

 ９．青少年の健全育成と交通遺児等援護事業 

   青少年の健全育成のための諸事業を支援。また、交通遺児、自殺者

遺児も激励、援護する。 

  ①県、市こども会活動の支援、助成 

  ②児童養護施設への激励、交流イベント、スポーツイベントの後援、

助成 

  ③「少年の翼」などの海外研修の後援 

  ④交通遺児、自殺者遺児、母子家庭児童の夏季キャンプ、スキーツア

ーなどの支援、助成 

 



平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日まで
(H22年度) (H21年度) （単位：円）

科　　　　　　目 予　算　額 前年予算額 増　　　減 備　　　　　考

Ⅰ

1．

① 5,600,000 5,600,000 0 運用財産利息

② 15,000,000 18,000,000 △ 3,000,000 チャリティー作品展・なべの会

③ 65,000,000 64,000,000 1,000,000 福祉厚生基金・指定寄付金

④ 2,000,000 2,000,000 0 歳末助け合い

⑤ 10,000 200,000 △ 190,000 普通預金利息ほか

⑥ 0 0 0

87,610,000 89,800,000 △ 2,190,000

2．

①

役 員 報 酬 支 出 0

給 料 手 当 支 出 26,000,000 27,500,000 △ 1,500,000

旅 費 交 通 費 支 出 250,000 250,000 0

募 金 事 業 費 支 出 13,500,000 15,000,000 △ 1,500,000 チャリティー作品展・なべの会

啓 発 援 護 費 支 出 3,000,000 3,000,000 0 福祉啓発・援護活動費

助 成 金 支 出 12,000,000 11,500,000 500,000 福祉事業助成・歳末助成

寄 付 金 支 出 16,300,000 16,000,000 300,000 指定寄付金・奨学給付金

通 信 運 搬 費 支 出 350,000 300,000 50,000

消耗什器備品費支出 400,000 420,000 △ 20,000 パソコン・複写機等リース費

印 刷 製 本 費 支 出 50,000 50,000 0

雑 支 出 20,000 20,000 0

②

役 員 報 酬 支 出 8,300,000 8,500,000 △ 200,000

給 料 手 当 支 出 0 0

福 利 厚 生 費 支 出 180,000 180,000 0

旅 費 交 通 費 支 出 30,000 30,000 0

通 信 費 支 出 100,000 80,000 20,000

消 耗 品 費 支 出 220,000 220,000 0

図 書 資 料 費 支 出 20,000 20,000 0

諸 会 費 支 出 150,000 30,000 120,000

会 議 費 支 出 20,000 20,000 0

光 熱 水 料 費 支 出 1,200,000 1,200,000 0

賃 借 費 支 出 4,300,000 4,300,000 0

雑 支 出 200,000 0 200,000

86,590,000 88,620,000 △ 2,030,000

事 業 活 動 収 支 差 額 1,020,000 1,180,000 △ 160,000

Ⅱ

①

什 器 備 品 購 入 支 出 200,000 200,000 0

②

基本財産積立預金支出 0 0 0

特 別 積 立 金 支 出 0 0 0

③

退職給与引当預金支出 300,000 300,000 0

減価償却引当預金支出 0 0 0

500,000 500,000 0

投 資 活 動 収 支 差 額△ 500,000 △ 500,000 0

Ⅲ 500,000 500,000 0

20,000 180,000 △ 160,000

2,586,585 1,412,198 1,174,387

2,606,585 1,592,198 1,014,387

（注） １．借 入 金 限 度 額 0 円

２．債 務 負 担 額 0 円

当 期 収 支 差 額

前 期 繰 越 収 支 差 額

次 期 繰 越 収 支 差 額

収 支 予 算 書

基 本 財 産 取 得 支 出

特 定 資 産 取 得 支 出

投 資 活 動 支 出 計

予 備 費 支 出

事 業 活 動 支 出 計

投 資 活 動 収 支 の 部

投 資 活 動 支 出

固 定 資 産 取 得 支 出

事 業 活 動 収 入 計

事 業 活 動 支 出

事 業 費 支 出

管 理 費 支 出

寄 付 金 収 入

募 金 収 入

雑 収 入

特 別 積 立 金 取 崩 収 入

事 業 活 動 収 支 の 部

事 業 活 動 収 入

基 本 財 産 運 用 収 入

事 業 収 入


